
さぬき市自主防災組織活動補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自主防災組織の育成及び活性化を図り、もって、地域におけ

る防災力の向上につなげるため、防災訓練等を行う自主防災組織に対して予算の

範囲内で自主防災組織活動補助金（以下「活動補助金」という。）を交付するこ

とについて、さぬき市補助金等交付規則（平成２５年さぬき市規則第２２号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「防災訓練等」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる活動等の全部又は一部を行う訓練をいう。ただし、第１号の安否

確認訓練を含むものに限る。 

 (1) 安否確認訓練 各世帯の安否の確認、状況把握等 

 (2) 情報収集及び伝達訓練 災害情報の把握及び伝達等 

(3) 初期消火訓練 消火水利の確保、初期消火活動等 

(4) 救出及び救護訓練 救出用資機材の点検、救出救護活動等 

(5) 避難誘導訓練 災害時要援護者の把握、避難及び誘導並びに避難所運営等 

(6) 給食及び給水訓練 物資の調達及び配分、炊き出し等 

(7) 危険箇所点検 避難地及び避難経路の点検及び周知並びに防災マップの作成 

等 

(8) 研修会の開催等 防災研修会等の開催（視察を伴うものを除く。）、地区防

災計画又は緊急時連絡網の作成等 

 （補助対象事業） 

第３条 活動補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

自主防災組織の実施した防災訓練等とする。ただし、当該自主防災組織が一の会

計年度において複数回の防災訓練等を実施する場合は、そのうちの１回のみを交

付の対象とする。 

（補助対象経費） 

第４条 活動補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業の実施に必要な経費とする。この場合において、規則第３条第２項

ただし書の規定により、飲食費には、防災訓練等に使用する非常食及び飲料水の

購入費を含むものとする。 

 （活動補助金の額） 

第５条 活動補助金の額は、補助対象経費の額を合算した額とする。ただし、一の

自主防災組織につき、次の各号に掲げる加入世帯数の区分に応じ、当該各号に定

める額を一会計年度当たりの上限とする。 



(1) ５０世帯未満 ３万円 

(2) ５０世帯以上１００世帯未満 ４万円 

(3) １００世帯以上 ５万円 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、複数の自治会により組織する自主防災組織

については、３万円に参加する自治会の数を乗じて得た額（ただし、１０万円を

上限とする。）と同項ただし書の規定による額を比較していずれか多い方の額を

一会計年度当たりの活動補助金の上限とする。 

（補助金の交付申請手続等） 

第６条 活動補助金の交付申請から交付までの手続は、規則第４条から第１２条ま

での規定による。この場合において、市長は、規則第４条第３項の規定により同

項第２項に掲げる書類の提出を省略させるものとする。 

２ 規則第９条第１項第２号の軽微な変更は、活動補助金の額の増額を伴わない防

災訓練等の計画の変更とする。 

３ 規則第１０条第３号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

 (1) 補助対象事業を実施したことが分かる写真 

 (2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類 

 (3) その他市長が必要と認めるもの 

 （交付決定に係る通知） 

第７条 市長は、活動補助金の交付の決定に当たっては、規則第１４条から第１７

条までの規定による、交付の決定の取消し及び活動補助金の返還に関する事項、

財産処分の制限に関する事項、書類の整備に関する事項並びに検査等に関する事

項を、当該交付の申請を行った自主防災組織に対し通知するものとする。 

 （財産処分の制限） 

第８条 財産処分の制限に係る、規則第１５条ただし書に規定する市長が定める期

間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で

定める財産の耐用年数に相当する期間とし、同条第２号に規定する市長が定める

財産はその取得価格が５０万円以上のものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、活動補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


